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令和２年第１回羽村・瑞穂地区学校給食組合  

教 育 委 員 会 （ 定 例 会 ） 会 議 録 
 

日 時   令和２年１月２８日（火）午後１時３０分～午後２時 

 

場 所   瑞穂町役場３階３－２会議室 

 

出席者の氏名 ５名 

  教育長 桜 沢 修、教育長職務代理者 鳥海 俊身、委員 永井 英義、

委員 塩田真紀子、委員 滝澤 福一 

 

傍聴者    なし 

 

議題 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 議案第１号 令和２年度羽村・瑞穂地区学校給食組合予算要求

のうち教育費に係る意見聴取について 

日程第３ 議案第２号 羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会条例

の制定に係る意見聴取について 

日程第４ 議案第３号 令和元年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算

（第２号）のうち教育費に係る部分の意見聴取について 

日程第５ 報告事項 令和２年度給食計画及び羽村・瑞穂地区学校給食費

会計予算について 

 

〈会議経過〉 

○教育長：皆さん、こんにちは。 

ただいまの出席委員は５名です。定足数に達しておりますので、これより 

令和２年第１回羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例会）を開催い

たします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

〔日程第１〕 

○教育長：日程第１、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、

会議規則第２７条の規定により、教育長において、鳥海俊身委員を指名いた

します。よろしくお願いいたします。 
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〔日程第２〕 

○教育長：日程第２、議案第１号「令和２年度羽村・瑞穂地区学校給食組合予

算要求のうち教育費に係る部分の意見聴取について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

〇事務局長：教育長、事務局長です。 

○教育長：事務局長。 

○事務局長：議案第１号「令和２年度羽村・瑞穂地区学校給食組合予算要求の

うち教育費に係る部分の意見聴取について」ご説明いたします。 

本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、

令和２年度羽村・瑞穂地区学校給食組合予算要求のうち教育費に係る部分に

ついて教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し、意

見を求めるものでございます。 

詳細につきましては、給食課長よりご説明申し上げますので、よろしくご

審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 

〇給食課長：教育長、給食課長です。 

○教育長：給食課長。 

〇給食課長：詳細についてご説明いたします。 

  なお、教育費に係る部分の意見聴取でございますが、歳入につきましては、

主要財源である分賦金をご説明させていただきます。歳出につきましては、

教育費と事務所費ポスターコンクールにかかる予算について説明させてい

ただきます。 

  それでは、お手元に配付いたしました議案第１号の別紙「令和２年度羽

村・瑞穂地区学校給食組合予算（案）概要」の１ページをご覧ください。 

本年度の予算総額でございますが、歳入歳出それぞれ４億１１７万７,０

００円で、昨年度と比較して９６万 7，０００円の増額でございます。 

  はじめに、歳入につきましてご説明いたします。 

第１款分賦金は、３億８，６０１万８，０００円で、前年度と比較して９

１万９，０００円の増額でございます。表の右側、説明欄をご覧ください。 

構成団体別の分賦金につきましては、例年４月１日の児童・生徒の見込み

数に基づいて算出しており、令和２年度の児童・生徒の見込み数の合計は、

羽村市が４，２３０人、瑞穂町が２，３０５人、合計６，５３５人で、前年

度比１０５人の減でございます。分賦金の割合は、羽村市が６４．７３％で、

２億４，９８６万９，０００円、瑞穂町が３５．２７％で、１億３，６１４

万９，０００円でございます。 

２ページをご覧ください。歳出についてご説明いたします。 
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第２款事務所費ですが、説明欄をご覧ください。ポスターコンクールにか

かる経費でございます。審査員謝礼を１万８，０００円、入賞者賞品を２万

７，０００円、ポスター作成委託料を２０万６，０００円計上いたしました。 

なお、ポスター作成については、昨年と同様に配送車掲示用を４枚、公共

施設等に掲示するＡ２サイズのものを１００枚計上してございます。 

次に、第３款教育費は２億９，７３０万円で、前年度比７６７万５，００

０円の増額でございます。増減の内訳でございますが、第１項教育総務費第

１目教育委員会費２４万２，０００円で、前年度と比較して１万８，０００

円の増額でございます。１３節の委託料で会議録作成時間の見直しによる増

額でございます。第２項保健体育費第１目学校給食費は、２億９，６５５万

８，０００円で、前年度と比較して８１５万７，０００円の増額でございま

す。増減の内訳でございますが、第１節報酬は、前年度比較で２，１６１万

６，０００円の増額でございます。説明欄をご覧ください。運営審議会委員

報酬は、前年度と同様でございますが、会計年度任用職員制度導入に伴い、

嘱託員報酬と右のページ第７節賃金の臨時職員賃金がなくなり、新たに会計

年度任用職員報酬３，８７９万４，０００円を計上いたしましたことにより、

報酬の合計は、前年度比で２，１６１万６，０００円の増額となっておりま

す。 

  ３ページをご覧ください。次に、第２節給料ですが、調理に従事する職員

の給料１３名分、５，２０９万３，０００円で、定期昇給により前年度比５

１万６，０００円の増額となっております。 

次に、第３節職員手当等ですが、地域手当を４６８万９，０００円とし、

６２万６，０００円の減額でございます。これは、羽村市が支給率を１０％

から９％に変更したことに伴い同様の予算計上をしたものです。その他、退

職手当組合負担金で、７５２万４，０００円を計上いたしました。令和２年

度末定年退職者を予定しております関係で、特別負担金が発生することによ

るものです。それと、会計年度任用職員期末手当１９６万８，０００円を新

規計上いたしました。 

次に、第４節共済費ですが、給料と同様に地域手当支給率変更に伴い、職

員共済組合負担金を１，６９０万円とし、６万９，０００円の減額となって

います。次に、会計年度任用職員制度導入にあたり、臨時職員等社会保険料

等を会計年度任用職員社会保険料と名称変更いたしました。 

次に、第７節賃金ですが、報酬で説明しましたのでここでは割愛させてい

ただきます。 

次に、第１１節需用費については、光熱水費等の上昇もございますが、消

耗品費と施設修繕料を大幅に削減し、合計で前年度比１０７万８，０００円

の減額といたしました。 
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４ページをご覧ください。次に、第１２節役務費ですが、職員や会計年度

任用職員等が行う検便検査について検査方法を変更したことにより、単価が

大幅に下がったことなどで、前年度と比較して８１万６，０００円の減額と

なっております。第１３節委託料ですが、ほぼ例年同様の委託項目となって

おります。真ん中付近の重油地下タンク機密漏洩検査委託料６１万６，００

０円は、７年に１度タンク内の清掃が必要なため計上しました。 

  また、下から３行目の再資源化収集運搬委託料６１万１，０００円は、破

砕した牛乳パックをリサイクルに回すための収集運搬委託料です。全体では

２０２万円の増額となっております。第１４節使用料及び賃借料については、

前年度とほぼ同額の予算計上となっています。 

次に、第１８節備品購入費については、老朽化した備品の買い替えとして、

第１センターでは、カップ用洗浄機１台、蒸気回転釜１台、コンテナー５台

など、第２センターでは昇降式消毒保管機１台、フードスライサー１台など

買い替えのための経費を計上したもので、前年度と比較して１８８万９，０

００円の減額でございます。 

次に、第２目施設整備費の１５節工事費ですが、緊急工事費として５０

万円を計上いたしました。 

  以上で、「令和２年度羽村・瑞穂地区学校給食組合予算要求のうち教育費

に係る部分の意見聴取について」の説明とさせていただきます。 

○教育長：以上で提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。質疑がありましたらお願いします。 

○教育長：永井委員。 

〇永井委員：４ページの役務費検便手数料は、検査方法を変えることによって

価格が下がったということですけれども、もちろんやり方が変わっても安全

は守られるということかと思うんですが、どういうふうに変わったんでしょ

うか。 

〇事務局長：教育長、事務局長です。 

○教育長：事務局長。 

○事務局長：大量調理施設衛生管理マニュアルというのが改正になりまして、

ノロウィルス検査の方法としてブレイア法というものを利用できるように

なりました。今まで使っていましたリアルタイムＲＴ－ＰＣＲ法から、それ

が３，０００円だったものが、１回あたり８５０円でできるようになって、

２，１５０円下がりました。これを１０月から３月まで冬期の間行いますの

で、金額的には大幅に下がることとなりました。以上です。 

○教育長：他に質疑ございますか。 

○教育長：それでは、質疑なしと認めます。 
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○教育長：お諮りいたします。議案第１号「令和２年度羽村・瑞穂地区学校給

食組合予算要求のうち教育費に係る部分の意見聴取について」、原案のとお

り承認することにご異議ございませんか。 

 

   （「異議なし」の声） 

 

○教育長：ご異議ないものと認め、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

〔日程第３〕 

○教育長：次に、日程第３、議案第２号「羽村・瑞穂地区学校給食センター運

営審議会条例の制定に係る意見聴取について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○事務局長：教育長、事務局長です。 

○教育長：事務局長。 

○事務局長：それでは、議案第２号｢羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審

議会条例の制定に係る意見聴取について｣ご説明いたします。 

本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、

羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会条例の制定について教育委員会

の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し意見を求めるものでご

ざいます。 

今回の改正は、羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会規則により設

置しております運営審議会について、地方自治法第１３８条の４第３項に基

づく教育委員会の付属機関として整理し、運営審議会委員について、地方公

務員法第３条第３項第２号の特別職の非常勤職員であることを明確にする

ため、新たに条例を制定しようとするものでございます。その内容でござい

ますが、お手元に配付いたしました議案第２号資料「羽村・瑞穂地区学校給

食センター運営審議会条例、規則との対照表」をご覧ください。表の右側が、

現在の羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会規則、左側が、新たに制

定しようとする羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会条例でございま

す。 

まず、第１条でございますが、審議会の設置について定めるもので、学校

給食センターの円滑な運営を図るため、教育委員会の付属機関として運営審

議会を設置することを定めるものでございます。 

次に、第２条は、所掌事項について定めるもので、運営審議会は、教育委

員会からの諮問に応じ、学校給食センターの運営に関し必要な事項を調査審

議し、答申するものとしております。また、第２項で、諮問のほかにも、学

校給食センターの運営に関し、意見を述べることができるとしております。 
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  次に、第３条は、組織について定めたもので、委員人数を２３人以内とし、

選出団体及び委員数を規定しております。 

２ページ目をご覧ください。第４条は、委員の任期について定めたもので、

委員の任期については、現在の規則と同様に１年とし、再任は妨げないこと

としたものです。なお、委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補欠委員

を委嘱できるとしたものでございます。 

次に、第５条は、会長及び副会長について定めたもので、会長及び副会長

は、委員の互選により定めるとするものです。第６条は、監査委員について

定めたもので、学校給食センターが私費会計として管理しております学校給

食費の経理について監査を行うため、監査委員２名を置き、その選出方法と

しては、委員の互選によるとしたものでございます。 

次に、第７条は、審議会の会議について定めたもので、会議は、会長が招

集し議長となること、委員の過半数以上の出席により開会できることなどを

定めたものでございます。 

次に、３ページをご覧ください。第８条は、守秘義務について定めたもの

で、審議会委員は特別職の非常勤職員であり、地方公務員法の適用を受けな

いことから、守秘義務について定めたものでございます。第９条は、審議会

の庶務について定めたもので、学校給食センター給食課において処理すると

しております。 

次に、第１０条は、委任でございます。この条例の施行について必要な事

項は、教育委員会が別に定めるとしています。付則でございますが、この条

例は、現在選任されております運営審議会委員の任期満了後となる本年６月

１日から施行しようとするものです。 

  以上で、羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会条例の説明とさせて

いただきます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたし

ます。 

○教育長：以上で提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。質疑がありましたらお願いします。 

○教育長：質疑ありませんか。 

○教育長：質疑がないものといたします。これにて質疑を終了します。             

○教育長：お諮りいたします。 

議案第２号「羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会条例の制定に係

る意見聴取について」、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

   

（「異議なし」の声） 
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○教育長：ご異議ないものと認め、原案のとおり承認することに決定いたしま

した。 

 

〔日程第４〕 

○教育長：次に、日程第４、議案第３号「令和元年度羽村・瑞穂地区学校給食

組合補正予算（第２号）のうち教育費に係る部分の意見聴取について」を議

題とします。提案理由の説明を求めます。 

○事務局長：教育長、事務局長です。 

○教育長：事務局長。 

○事務局長：議案第３号｢令和元年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第

２号）のうち教育費に係る部分の意見聴取について｣ご説明いたします。 

本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、

令和元年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第２号）のうち教育費に

係る部分について教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を

説明し意見を求めるものでございます。 

  補正予算の詳細でございますが、お手元に配付いたしました議案第３号の

別紙「令和元年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第２号）（案）概

要」をご覧ください。 

  この補正予算につきましては、歳入歳出の予算の総額はそのままに、歳出

の款・項の区分ごとに振り分けて補正するものでございます。 

  まず、歳出の第３款教育費第２項保健体育費の説明欄をご覧ください。運

営審議会委員報酬については、臨時会の開催が見込まれなくなったことによ

る不用額３０万６，０００円を減額するものです。 

  次に、一般職給料については、職員の昇任者が当初見込みより増えたこと

により生じた不足分２１万２，０００円を増額しようとするものです。 

  次に、需用費の被服購入費については、白衣等の買い替えによる購入数量

が当初見込みを下回ったことにより、５０万円を減額するものでございます。 

  次に、役務費についてですが、月２回の検便検査の単価が見積り合わせに

より下がったこと、冬期のノロウィルス検査手数料が、国の大量調理施設衛

生管理マニュアルの改正を踏まえて検査方法を変更したことにより、合わせ

て１０４万円を減額しようとするものです。 

  次に、給食配送業務委託料については、契約差金として、１４４万円を減

額するものでございます。 

  以上で、「令和元年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第２号）の

うち教育費に係る意見聴取について」の説明とさせていただきます。よろし

くご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 
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○教育長：以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。

質疑がありましたらお願いします。 

○教育長：質疑がありませんので、質疑を終了します。 

○教育長：お諮りいたします。 

  議案第３号「令和元年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第２号）

のうち教育費に係る部分の意見聴取について」、原案のとおり承認すること

にご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○教育長：ご異議ないものと認め、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

〔日程第５〕 

○教育長：日程第５、報告事項「令和２年度給食計画及び羽村・瑞穂地区学校

給食費会計予算について」を議題とします。事務局から説明を求めます。 

〇給食課長：教育長、給食課長です。 

○教育長：給食課長。 

〇給食課長：それでは、報告事項「令和２年度給食計画及び羽村・瑞穂地区学

校給食費会計予算について」ご説明いたします。 

はじめに、「令和２年度給食計画について」ご説明いたします。資料１「令

和２年度給食計画」をご覧ください。１、給食日数及び給食費ですが、基準

日数は、小学校が１８５日、中学校が１８０日です。給食費の金額は、記載

のとおりです。小学校は、「低学年」「中学年」「高学年」の区分で金額が

異なる設定となっております。基準日数を超えた場合、又は、それに満たな

い場合は、１食単価にそれを超えた日数、又は、それに満たない日数を乗じ

た金額を３月分で調整いたします。試食代金は、１食単価となります。小学

校は、高学年区分の１食単価となります。 

  次に、２、給食センター稼働日及び稼動日数は、令和２年４月７日（火） 

から令和３年３月２４日（水）までの間で、２１１日を予定しております。 

次に、３、米飯給食予定日数は、年間１４８日を予定しており、前年度比

６日増となっております。次のページに、年間の給食計画表がございますの

で、後ほどご覧ください。 

  以上で、令和２年度給食計画についての説明を終了いたします。 

  続きまして、「令和２年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計予算」につきま

してご説明いたします。 

  予算書の１ページをご覧ください。令和２年度羽村・瑞穂地区学校給食費

会計予算は、次に定めるところによる。収入支出予算、第１条、収入支出予
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算の総額は、収入支出それぞれ３億３，９５４万９，０００円と定める。２、

収入支出予算の科目区分ごとの金額は、「第１表 収入支出予算」による。 

  ２ページをご覧ください。こちらは、「第１表 収入支出予算」を記載し

ておりますが、金額と内容につきまして、収入支出予算事項別明細書でご説

明いたします。 

  ４ページをご覧ください。はじめに収入でございます。科目１、小学校給

食費は、本年度予算額２億１，５００万５，０００円、前年度予算額２億１，

９９２万１，０００円、前年度比較で、４９１万６，０００円の減でござい

ます。本年度予算の内訳は、１、現年度給食費が２億１，４１０万５，００

０円、２過年度給食費が９０万円でございます。 

  説明の欄をご覧ください。１、現年度給食費の内訳は、羽村市が１億３，

７５６万９，０００円、瑞穂町が７，４９７万円、給食センターが１４８万

２，０００円、小学校試食代が８万４，０００円でございます。 

羽村市は、児童低学年８９１人、中学年９５２人、高学年１,０２０人、

計２,８６３人、１億２，７４７万３，０００円に、教職員等、２１８人、

１，００９万６，０００円を加え、１億３，７５６万９，０００円でござい

ます。 

  瑞穂町は、児童低学年５０５人、中学年５０４人、高学年５１２人、計１,

５２１人、６，７６０万７，０００円に、教職員等、１５９人、７３６万３，

０００円を加え、７，４９７万円でございます。 

  給食センターは、職員３２人、１４８万２，０００円、小学校試食代は、

３３４食、８万４，０００円でございます。２、過年度給食費９０万円につ

きましては、収納実績に基づき算出しております。 

  ５ページをご覧ください。科目２、中学校給食費は、本年度予算額１億２，

２９１万６，０００円、前年度予算額１億２，５１６万６，０００円、前年

度比較で２２５万円の減でございます。 

  本年度予算の内訳は、１、現年度給食費が１億２，１７１万６，０００円、

２、過年度給食費が１２０万円でございます。 

  説明の欄をご覧ください。１、現年度給食費の内訳は、羽村市が７，６９

６万５，０００円、瑞穂町が４，４１５万１，０００円、給食センターが５

７万５，０００円，中学校試食代が２万５，０００円でございます。 

羽村市は、生徒１,３６７人、７，１４２万６，０００円に、教職員等１

０６人、５５３万９，０００円を加え、７，６９６万５，０００円でござい

ます。瑞穂町は、生徒７８４人、４，０９６万４，０００円に、教職員等６

１人、３１８万７，０００円を加え、４，４１５万１，０００円でございま

す。給食センターは、職員１１人、５７万５，０００円、中学校試食代は、

８６食、２万５，０００円でございます。２、過年度給食費１２０万円につ
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きましては、収納実績に基づき算出しております。科目３、繰越金は、本年

度予算額１５０万円、前年度予算額１５０万円、前年度比較で同額でござい

ます。科目４、諸収入は、本年度予算額１２万８，０００円、前年度予算額

９万９，０００円、前年度比較で２万９，０００円の増でございます。 

  収入合計は、本年度予算額３億３，９５４万９，０００円、前年度予算額 

３億４，６６８万６，０００円、前年度比較で７１３万７，０００円の減で

ございます。 

６頁をご覧ください。次に、支出でございます。科目１、小学校原材料費

は、本年度予算額２億１，５００万５，０００円、前年度予算額２億１，９

９２万１，０００円、前年度比較で４９１万６，０００円の減でございます。

科目２、中学校原材料費は、本年度予算額１億２，２９１万６，０００円、

前年度予算額１億２，５１６万６，０００円、前年度比較で２２５万円の減

でございます。いずれも給食用のお米、パン、牛乳、副食等の原材料を購入

する費用でございます。科目３、還付金は、本年度予算額５０万５，０００

円、前年度予算額４３万４，０００円、前年度比較で７万１，０００円の増

でございます。これは、牛乳アレルギーにより牛乳を飲用できない児童・生

徒等に対する牛乳代金の還付等でございます。 

  科目４、予備費は、本年度予算額１１２万３，０００円、前年度予算額１

１６万５，０００円、前年度比較で４万２，０００円の減でございます。 

  支出合計は、本年度予算額３億３，９５４万９，０００円、前年度予算額 

３億４，６６８万６，０００円、前年度比較で７１３万７，０００円の減で

ございます。 

  以上で、「令和２年度 羽村・瑞穂地区学校給食費会計予算について」の

説明を終了させていただきます。 

○教育長：以上で報告が終わりました。 

ご質問等ございましたらお願いします。 

     

（質疑なし） 

 

○教育長：ご質問がないようですので、質疑を終了します。 

  以上で、報告事項「令和２年度給食計画及び羽村・瑞穂地区学校給食費会

計予算について」を終了します。 

○教育長：これをもちまして、令和２年第１回羽村・瑞穂地区学校給食組合教

育委員会（定例会）を閉会いたします。 

本日は、大変ご苦労様でした。 

 

 


